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■市長２期目を迎えて ･･･････････････････････････ 2

■固定資産の評価替えの年です ･･･････････････ 3

■倉吉市高齢者保健福祉・

　　　　　　　介護保険事業計画 ･･････ 4 ～ 5

■アスベストを含む家庭用品の取り扱い ･･･ 6

■ハート・バリアフリー ････････････････････････ 7

■ネットデイ／鳥取県伝統工芸士 ････････････ 8

■インフォメーション ･･･････････････････ 9 ～ 14

■健康ファイル ･･････････････････････････････････ 15

■どうぞ・どうそ / きてみてね

　　　　　　　　　　　/ 地域計画 ････････ 16

　３月 23 日（木）、市長選挙で再選を果たされた長谷川市長が、

初登庁されました。

　２期目を迎える初登庁には、助役をはじめとする職員が拍手

で出迎え、そのあと、議場で約100人の職員を前に、「若者定住

化を施策の根幹にした第 10 次総合計画を新年度から実行し、

新たなる挑戦者の気持ちで取り組んでいきたい」と２期目の抱

負を語られました。

　

新たな挑戦者として
長谷川稔市長初登庁
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　第10次総合計画の推進と市民の皆さんへのサービス
向上を目指して、市の組織の一部が変更になります。
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１．新しい課ができます
　現在の建築課を「景観ま

ちづくり課」と改称し、ま

ちづくり環境整備の事業を

展開している建築部門と都

市計画部門を統合し、あわせて景観行政を積極的にす

すめます。

２．課がなくなります
　３月まで行なっていた業

務は、下水道課、建設課、

景観まちづくり課、支所管

理課で行います。

３．係が統合されます
　商工係、企業立地推進室を雇用

創出推進室に統合します。

４．係の名称が変わります
　係の名称を変更します。

５．これまでの担当の課が変わります
       　自治公民館に関する事務が総務部

総務課から市民参画課へ移ります。

・自治公民館に関すること

　　　　　　　　  ・認可地縁団体に関すること

※問い合わせ先：職員課（ 22-8164/  22-1087）

建設部
　景観まちづくり課

（現　在） （新）

建築課　　

　　　　　指導係

　　　　　住宅係

建設課　　

　　　　　管理係

　　　　　維持係

　　　　　改良係

　　　　　都市計画係

景観まちづくり課

　　　　　　都市計画係

　　　　　　住宅係

　　　　　　建築指導係

建設課

　　　　　　管理係

　　　　　　維持係

　　　　　　改良係

建設部
　地域整備課（廃止）

産業部
　商工観光課

（現　在） （新）

商工観光課　　

　　　商工係

　　　観光係

　　　企業立地推進室

商工観光課

　　　　雇用創出推進室

　　　　観光係

　

福祉保健部
　健康支援課

（現　在） （新）

健康支援課　　

　　　健康企画係

　　　健康増進係

健康支援課

　　　　健やか支援係

　　　　健康増進係　

企画部
　市民参画課

４月から組織機構が変わりました４月から組織機構が変わりました
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3/27　倉吉市長当選証書付与式

かわにしよしと作
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税額算定の手順
　固定資産税は、次の手順で

決定します。

１．固定資産を評価し、その価

格を決定します。その価格

を基に「課税標準額」を算定

します。

２．課税標準額に、税率を掛け

て、税額を算出します。

　（課税標準額×税率＝税額）

３．税額を記載した「納税通知

書」を、納税者宛に通知し

ます。

【平成18年度税制改正】
＜土地宅地の固定資産税の課税標準額の求め方＞

（非住宅用地（商業地など）の場合）

　今年度の課税標準額＝今年度の評価額×７割

　ただし、前年度の課税標準額が、

（１）今年度の評価額の７割～６割の場合、前年度の課

税標準額が今年度の課税標準額となります。

（２）今年度の評価額の６割未満の場合、今年度の評価

額の５％相当額を加算したものが今年度の課税標準

額となりますが、計算後、今年度の評価額の６割を

上回る場合には６割、また、２割を下回る場合には

２割となります。

（住宅用地の場合）

　今年度の課税標準額＝本則課税標準額

　（今年度の評価額×住宅用特例率（1/6 または 1/3））

　ただし、前年度の課税標準額が、

（１）本則課税標準額の10割～８割の場合、前年度の課

税標準額が、今年度の課税標準額となります。

（２）本則課税標準額の８割未満の場合、本則課税標準

額の５％相当額を加算したものが今年度の課税標準

額となりますが、計算後、本則課税標準額の８割を

上回る場合には８割、また、２割を下回る場合には

２割となります。

  都市計画税についても固定資産税と同様の改正とな

ります。（ただし、住宅用地特例率（1/3 または 2/3）は

異なります）。

＜住宅耐震改修にともなう減額＞

　昭和57年１月１日以前の住宅について、一定の耐震

改修工事（工事費30万円以上）を施した場合、固定資産

の税額が改修の次年度より次の期間、１/２減額とな

ります。

　平成18年～ 21年までの改修工事　３年度分

　平成22年～ 24年までの改修工事　２年度分

　平成25年～ 27年までの改修工事　１年度分

　（減額対象床面積　１戸当たり120㎡相当分まで）

　減額を受けるためには、現行の耐震基準に適合した

工事であることの証明書を添付し、改修後３ヵ月以内

に申告をしてください。

※問い合わせ先：税務課資産税係

　　　　　　　　（ 22-8114/  22-1087）
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平成18年 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年

総人口 51,816 50,925 50,033 48,955 47,878

高齢者人口 13,333 13,419 13,506 13,815 14,124

高齢化率 25.７％ 26.4％ 27.0％ 28.2％ 29.5％

※倉吉市の人口推計

18年度 20年度 26年度

旧要支援 要支援１ 470 518 565

旧要介護１
要支援２ 133 587 642

要介護１ 756 391 428

要介護２ 435 437 472

要介護３ 340 342 368

要介護４ 283 285 307

要介護５ 219 225 241

合　計 2,367 2,783 3,023

※制度改正後の要介護認定者推計
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介護保険料基準額は月額 4,608円です。

　これらの推計から、平成18年度から平成20年度までの第一号被保険者（65歳以上）の保険料基準額を

月額 4,608円と設定しました。これは住民税の課税状況などで段階が次の図のとおりとなります。

　また、平成18年度より平成17年度以前の第２段階（住民税世帯非課税）が細分化され低所得者の保険

料が軽減されます。

地　区　名 地域包括支援センター

上井・西郷・灘手
マグノリア地域包括支援センター
　上井町1 丁目2-1　 26-3922

上北条・社・高城
うつぶき地域包括支援センター
　上井300　　　　  26-6378

上灘・成徳
倉吉中央
地域包括支援センター（上灘成徳）
　宮川町129　　     22-6102

明倫・小鴨
明倫・小鴨地域包括支援センター
　瀬崎町2714-1　    23-7106

北谷・上小鴨・関金
かもがわ地域包括支援センター
　関金町関金宿 1115-2  45-3888

割　増

軽　減
本人住民税

非課税の人
本人が住民税を納めている人

世帯住民税非課税の人

軽減される人 基準額を支払う人 割り増しの保険料を支払う人

生活保護の受給

者、老齢福祉年

金受給者（住民税

世帯非課税）

世帯全員が住民

税非課税で合計

所得金額と課税

年金収入額の合

計が80万円以下

世帯全員が住民

税非課税で合計

所得金額と課税

年金収入額の合

計が80万円超

本人が

住民税非課税

本人が住民税課

税で合計所得金

額200万円未満

本人が住民税課

税で合計所得金

額200万円以上

基準額×0.5 基準額×0.5 基準額×0.75 基準額×1.0 基準額×1.25 基準額×1.5

年額27,600円 年額27,600円 年額41,400円 年額55,300円 年額69,100円 年額82,900円

月額2,300円 月額2,300円 月額3,450円 月額4,608円 月額5,758円 月額6,908円

第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 第5段階 第6段階

平成18年度～平成20年度の介護保険料




